
令和６年度 精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修 

実施要領 

 

１ 研修の目的 

  精神障害者の特性に応じた適切な支援が提供できる従事者等を養成するため、精神障害者  

 支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修を実施します。 

  

２ 主 催 

  埼玉県福祉部障害者支援課 

  埼玉県立精神保健福祉センター 

 

３ 開催日時 

（１）オンデマンド研修 

   別紙１カリキュラムのとおり各自受講してください。 

   受講期間：令和６年１２月２０日(金)から令和７年１月１５日(水) 

 

（２）オンライン研修 

   令和７年１月３０日(木)午後１時３０分から午後４時００分まで 

 

４ 対 象 

  埼玉県内（さいたま市を除く）の指定特定相談支援事業所等に従事している相談支援専門員 

  ５０名 

 

  ※ 原則、先着順とします。 

  ※ 定員を超える申し込みがあった場合は、各事業所１名の受講とします。 

  ※ それでもなお、定員を超える場合は、精神障害者支援体制加算に係る研修の修了者が 

    いない事業所を優先とします。 

 

５ 内 容 

（１）オンデマンド研修 

   別紙１のカリキュラムのとおり 

   ※アンケートの提出をもってオンデマンド研修の受講確認としますので、必ず期限までに 

    提出してください。 提出期限：令和７年１月１５日(水) 

              提出先：n2314452@pref.saitama.lg.jp 

 

（２）オンライン研修 

   グループワークによる事例演習 

 

６ 研修修了証書の発行について 

  本研修は、計画相談における精神障害者支援体制加算に係る研修に該当するため、全ての 

 カリキュラムを受講した相談支援専門員に対して研修修了証書を発行します。 

  

※本研修は「精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業の実施について（運営要領）」 

平成２９年８月１日障発０８０１第５号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知（令和

２年３月３０日最終改正）に基づき実施します。 

 



 

７ 参加申込み 

（１）申込方法  

  以下の電子申請・届出サービス（埼玉県）から御申込みください。  

 

 

       

 

 

 

  

 

  

 

 

（２）申込期日 令和６年１２月 ５日(木)午前９時から  

        令和６年１２月１５日(日)午後４時まで ※期日、時間に御注意ください。 

 

（３）受講可否 令和６年１２月２０日（金）までに受講可否を連絡します。 

 

８ 通信環境について 

（１）オンデマンド研修 

  ア 動画視聴等にかかる通信料等は、視聴される方の負担となります。 

  イ 御自身のPC 、スマートフォン等機器やインターネット回線の障害等に起因する研修受講 

    上のトラブルにつきましては、当センターは責任を負いかねます。 

  ウ 本研修の録画・録音・撮影、および資料の二次利用、詳細内容のSNSへの投稿は、固く御 

    断りします。これらの行為が発覚次第、著作権・肖像権侵害として対処させていただく 

    ことがあります。 

 

（２）オンライン研修 

  ア 通信環境 

    受講に係るソフトのインストールやWi-Fiなどの通信環境等は、各受講者で準備をしてく 

    ださい。 

  イ オンラインミーティングのURL等 

    令和７年１月２８日（火）頃に電子メールにて送付いたします。 

  ウ 受講用パソコン 

    演習及び受講確認をするため、受講者一人につきパソコン１台で受講してください。 

    ※１台のパソコンを複数名で使用する受講は不可とします。 

 

９ セキュリティ  

  オンライン研修の受講にあたり、以下の項目を遵守してください。 

（１）使用するＰＣ等のＯＳやアプリケーションソフトがサポート中であること。 

   （Ｗｉｎｄｏｗｓ７・ＸＰ等は不可） 

（２）使用するＰＣは必ずウイルス対策ソフトを導入し、最新の定義であること。 

（３）画面や音声が関係者以外の目や耳に触れない場所での参加とすること。 

（４）使用する回線は本人もしくは所属する組織が管理するものとし、フリーWi-Fiは不可とする。 

 

 

申込先ＵＲＬ    

 https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=82197 

二次元コード 

         



１０ お問合せ 

（１）研修内容等研修全般に関すること 

     

 

 

 

（２）修了証書に関すること 

 

 

 

 

（３）精神障害者支援体制加算の届出等に関すること 

 

 

 

 

以上 

問合せ先： 

各指定特定相談支援事業所が指定を受けた市町村障害福祉主管課（指定権者） 

 

    電子メール：a3300-08@pref.saitama.lg.jp 

問合せ先：埼玉県立精神保健福祉センター 地域支援担当 宮山 

電    話：０４８－７２３－３３３３（内１２１２） 

電子メール：n2314452@pref.saitama.lg.jp 

問合せ先：埼玉県福祉部障害者支援課 総務・市町村支援担当 佐藤 

電    話：０４８－８３０－３３００ 

電子メール：a3300-08@pref.saitama.lg.jp 

 


